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地域おこし協力隊
活動報告 Vol.24

　待ちに待った春。
　みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
　地域おこし協力隊の椎名です。
　農閑期が終わり、時機到来！？と言っても過言
ではありません。やっとお蚕さんに会える季節と
なりました。
　お蚕さんを迎えるために、まずは桑の手入れか
ら始め、蚕室、蚕具の消毒など、お蚕さんを飼育
するための環境を整えます。
　昨年は飼育中に色々と悩まされましたが、その
経験を元に今年は少しでもお蚕さんと仲良しにな
れることを楽しみにしています。
　良い繭ができますように。

第
３
次
安
中
市

　
　
　
　行
政
改
革
大
綱
を
策
定

　
市
で
は
、
安
中
市
行
政
改
革
審
議
会
か
ら

の
答
申
を
受
け
、
3
月
23
日
に
「
第
３
次
安

中
市
行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
大
綱
で
は
、
行
政
の
効
率
化
を
図
る
と

と
も
に
、
「
市
民
総
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
に

向
け
て
行
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
行
政
と
市
民
の
皆
さ
ん
が
地
域
の

課
題
を
共
有
す
る
こ
と
、
職
員
は
市
民
目
線

に
立
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
、
市

民
の
皆
さ
ん
は
市
全
体
の
ニ
ー
ズ
を
行
政
に

提
案
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

□本 

企
画
課
企
画
調
整
係

（
☎
内
線
1
0
2
2
）

の
「
初
年
度
検
査
年
月
」
の
欄
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

○
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

□本 

税
務
課
諸
税
証
明
係

（
☎
内
線
１
０
６
３
）

□松 

住
民
福
祉
課
税
務
保
険
係

（
☎
内
線
２
１
２
２
）

○
自
動
車
税
に
つ
い
て

群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所

（
☎
０
２
７

－

２
６
３

－

４
３
４
３
）

高
崎
行
政
県
税
事
務
所

（
☎
０
２
７

－

３
２
２

－

６
２
９
７
）

（
注
）４
月
１
日
現
在
と
は
、
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）は
１
日
の
午
後
５
時
15
分
を
、
自

動
車
税（
種
別
割
）は
１
日
の
午
前
０
時
を
指

し
ま
す
。

製
造
業
者
の
み
な
さ
ま
へ

2
0
2
0
年
工
業
統
計
調
査
に
ご

回
答
を
お
願
い
し
ま
す

　
「
工
業
統
計
調
査
」
が
、
2
0
2
0
年
6

月
1
日
現
在
で
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま

す
。

　
「
工
業
統
計
調
査
」
は
、
従
業
者
4
人
以

上
の
す
べ
て
の
製
造
業
事
業
所
を
対
象
に
、

1
年
間
の
生
産
活
動
に
伴
う
製
造
品
の
出
荷

額
、
原
材
料
使
用
額
な
ど
を
調
査
し
、
製
造

業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行

政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て
使
わ
れ

る
ほ
か
、
大
学
や
民
間
の
研
究
機
関
、
小
・

中
・
高
等
学
校
の
教
材
な
ど
、
広
く
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
調
査
方
法
は
、
知
事
か
ら
事
務
を
委
嘱
さ

れ
た
統
計
調
査
員
が
事
業
所
を
直
接
訪
問
し

て
、
調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
す
る
調
査
員

調
査
の
ほ
か
、
一
部
の
事
業
所
で
は
経
済
産

業
省
か
ら
調
査
票
を
郵
送
す
る
郵
送
調
査
と

な
り
ま
す
。

　
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
回

答
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
工
業
統
計
調
査
の
お
知
ら
せ
は
、

左
記
の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

・
安
中
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
経
済
産
業
省（https://w

w
w
.kougyo-st.

go.jp

）

総
務
省
・
経
済
産

業
省
・
群
馬
県
・

安
中
市

問
合
せ
▼

□本 

企
画
課
情
報
政
策
係

（
☎
内
線
1
0
2
4
）

市
営
住
宅
の
入
居
条
件
の

　
　
　一
部
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

　
令
和
2
年
4
月
1
日
か
ら
入
居
条
件
の
一

部
が
緩
和
さ
れ
、
今
ま
で
条
件
の
１
つ
に
あ

り
ま
し
た
「
安
中
市
内
に
居
住
し
て
い
る

人
、
ま
た
は
安
中
市
内
に
勤
務
場
所
が
あ
る

人
。
」
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
安
中
市
外
に
お
住
ま
い
の
人
で
も
申
し

込
み
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
お
知
り
合
い

の
人
で
、
安
中
市
に
転
入
し
、
居
住
し
た
い

と
考
え
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
ら
、
ご
案
内

く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
秋
間
団
地
、
藤
山
団
地
、
米
山
団

地
、
塚
越
団
地
、
朝
日
団
地
に
つ
い
て
は
、

複
数
空
き
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.city.annaka.lg.jp

）を
ご
覧
い
た
だ
く
か

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

□本 

建
築
住
宅
課
住
宅
管
理
係

（
☎
内
線
１
２
５
２
）

年
金
を
受
け
て
い
る
人
が
所
在
不

明
に
な
っ
た
と
き
は
届
出
が
必
要

で
す

〇
年
金
を
受
け
て
い
る
人
の
所
在
が
１
か
月

以
上
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
世
帯
の

人
は
所
在
不
明
に
つ
い
て
の
届
出
を
速
や
か

に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
提
出
先
は
お
近

く
の
年
金
事
務
所
で
す
。

〇
お
届
け
い
た
だ
い
た
後
、
受
給
権
者
ご
本

人
へ
現
況
申
告
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
が
、
返

信
が
な
い
場
合
に
は
、
年
金
の
支
払
い
が
一

時
止
ま
り
ま
す
。

〇
年
金
の
支
払
い
が
止
ま
っ
て
い
る
人
の
所

在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
年
金
の
お

受
け
取
り
を
再
開
す
る
た
め
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
お
近
く
の
年
金
事
務
所
ま
で
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
▼

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
0
5
7
0

－

0
5

－

1
1
6
5
）

高
崎
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

（
☎
0
2
7

－

3
2
2

－

4
2
9
9
）

身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）の
減
免
に
つ
い
て

　
身
体
あ
る
い
は
精
神
に
障
害
が
あ
る
人

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
申

請
に
よ
り
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）が
減
免
さ

れ
ま
す
。

■
減
免
適
用
要
件

減
免
の
要
件
を
満
た
す
身
体
障
害
者
手
帳
等

※
を
４
月
１
日
時
点
で
お
持
ち
の
人
で
、
次

の
①
・
②
・
③
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
対
象
車
両
は
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
人
本
人

が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
人
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

な
ど

②
運
転
者
は
次
の
い
ず
れ
か
の
人
で
あ
る
こ

と・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
人
本
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
人
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
人
の
み

で
構
成
さ
れ
る
世
帯
を
常
時
介
護
し
て
い
る

人③
自
動
車
税（
種
別
割
）（
普
通
自
動
車
等
）の

減
免
を
受
け
て
い
な
い
人

※
減
免
の
要
件
を
満
た
す
身
体
障
害
者
手
帳

等
と
は
、
身
体
障
害
者
手
帳（
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
）、
戦
傷
病
者
手
帳（
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
）、
療
育
手
帳（
「
Ａ
」
判
定
）ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳（
「
１
級
」
判

定
か
つ
「
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
」
）を

い
い
ま
す
。

■
申
請
期
限
　
６
月
１
日（
月
）

■
手
続
時
に
必
要
な
も
の

○
減
免
申
請
書（
お
持
ち
の
人
）

○
身
体
障
害
者
手
帳
等（
精
神
障
害
の
人
は

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
も
必
要
と
な
り
ま

す
）

○
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

○
対
象
車
両
の
車
検
証

○
納
税
通
知
書

○
は
ん
こ

○
申
請
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と

本
人
確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書
も
し
く
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
場
所
お
よ
び
問
合
せ
▼

□本 
税
務
課
諸
税
証
明
係

（
☎
内
線
１
０
６
３
）

□松 
住
民
福
祉
課
税
務
保
険
係

（
☎
内
線
２
１
２
２
）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）・
自
動
車

税（
種
別
割
）の
納
期
限
は
6
月
1

日
で
す

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）と
自
動
車
税（
種

別
割
）は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在（
注
）で
登

録
さ
れ
て
い
る
車
両
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
５
月
中
旬
ま
で
に
送
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
に
よ
り
、
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

納
期
限
▼
6
月
1
日（
月
）

納
税
場
所
▼
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）・
自
動

車
税（
種
別
割
）そ
れ
ぞ
れ
の
納
税
通
知
書
の

裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
▼
口
座
振
替
納
税
を
ご
利
用
の
場

合
、
6
月
1
日（
月
）が
振
替
日
と
な
り
ま
す

の
で
、
預
金
残
高
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
こ
れ
か
ら
申
し
込
ま
れ
る
場
合
は
、
令

和
３
年
度
の
納
税
か
ら
の
ご
利
用
と
な
り
ま

す
。

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）を
口
座
振
替
で
納
め

る
人
へ

　
口
座
振
替
で
納
税
し
た
人
に
は
、
６
月
中

旬
に
「
納
税
証
明
書
お
よ
び
納
付
済
通
知

書
」
を
郵
送
し
ま
す（
車
検
の
必
要
の
な
い

車
両
に
つ
い
て
は
平
成
26
年
度
か
ら
郵
送
し

て
い
ま
せ
ん
）。

　
６
月
上
旬
に
納
税
証
明
書（
車
検
用
）を
申

請
す
る
人
は
、
納
税
の
確
認
が
必
要
と
な
る

た
め
、
申
請
の
際
に
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

の
引
き
落
し
額
を
記
帳
し
た
「
通
帳
」
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
確
認
が
取
れ
な
い
場
合

は
、
金
融
機
関
に
照
会
し
て
か
ら
の
発
行
に

な
り
、
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　
初
年
度
検
査
年
月
が
平
成
19
年
３
月
以
前

の
車
両
は
重
課
と
な
り
税
額
が
上
が
っ
て
い

ま
す
。
税
額
が
上
が
っ
て
い
る
人
は
車
検
証

　市民課
休日窓口開設日
5月3日・17日　6月7日

午前８時30 分～正午
業務内容
○住民票の写しの交付
○戸籍謄本・抄本の発行
○印鑑証明書の発行
○その他市民課取扱各種証明書
　の発行

本


